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平成２５年第４回東洋町議会定例会議事日程

（第 １ 号）

平成２５年１２月５日（木） 午前９時開議

［日程第１］ 会議録署名議員の指名

［日程第２］ 会期の決定

［日程第３］ 議案第５９号 東洋町税条例の一部を改正することについて

［日程第４］ 議案第６０号 東洋町国民健康保険税条例の一部を改正することについ

て

［日程第５］ 議案第６１号 東洋町介護保険条例等の一部を改正することについて

［日程第６］ 議案第６２号 東洋町子ども・子育て支援会議設置条例の制定について

［日程第７］ 議案第６３号 「海の駅」東洋町の設置及び管理に関する条例を全部改正

することについて

［日程第８］ 議案第６４号 地方自治法第２０３条の２の規定による職員の報酬及び費

用弁償の額並びにその支給条例の一部を改正することに

ついて（東洋町子ども・子育て支援）（地域おこし協力隊）

［日程第９］ 議案第６５号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正することにつ

いて

［日程第１０］ 議案第６６号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正すること

について

［日程第１１］ 議案第６７号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正するこ

とについて
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［日程第１２］ 議案第６８号 平成２５年度東洋町一般会計補正予算（第３号）を定めるこ

とについて

［日程第１３］ 議案第６９号 平成２５年度東洋町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号）を定めることについて

［日程第１４］ 議案第７０号 平成２５年度東洋町介護保険事業特別会計補正予算（第２

号）を定めることについて

［日程第１５］ 議案第７１号 平成２５年度東洋町観光施設事業特別会計補正予算（第２

号）を定めることについて

［日程第１６］ 議案第７２号 安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合の共同処理す

る事務及び規約の変更について

［日程第１７］ 議案第７３号 安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合の共同処理す

る事務の変更に伴う財産処分について
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平成２５年第４回東洋町議会定例会 平成２５年１２月５日 木曜日

議事のてんまつ

議長 （小野 正路議長）

おはようございます。ただいまの出席議員は全員であります。

これより、平成２５年第４回東洋町議会定例会を開会致します。

（開会時間：９時００分）

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配布したとおり、会議録署名議員の指名、

会期の決定の他、議案として、条例９件、補正予算４件、特別養護老人ホー

ム組合規約の変更、財産処分の２件、計１５件であります。

日程に入るに先立ちまして、諸般の報告を行います。奈良﨑教育長が高

知県東部文化財の保護連絡会の催しが、この大ホールでありますので、１５

分ぐらい、途中退席を致します。そして、藤村次長も欠席と、その会で、そち

らの方の仕事が入っております。そして、長﨑課長補佐は途中退席を致しま

すので、よろしくお願いをします。以上で、諸般の報告を終わります。また、ま

ず、地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、監査委員から、平成２５

年９月から１０月分の例月出納検査の結果について、不都合は認められな

いとの報告が提出されております。また、地方自治法第１９９条第９項、第２

４２条第４項の規定により、７月３１日付け、住民監査請求に対する報告の提

出がなされております。次に、閉会中の議員派遣１件についての報告があ

り、派遣議員と代表派遣議員から提出されております。以上をもって、諸般

の報告を終わります。

日程に入る前に、町長から行政報告についての発言の申出がありました

ので、これを許します。松延町長。

町長 （松延 宏幸町長）

おはようございます。議員の皆様には師走を迎え、何かと、ご多用のとこ

ろ、全員のご参集を賜りまして、誠にありがとうございます。平成２５年第４回

定例会の開会に当たりまして、ご挨拶と若干のご報告を申し上げます。

国政におきましては、昨年の衆議院総選挙を経て、政権交代がございまし

た。また、参議院選挙の結果により、与党の安定的政権運営がなされている
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ところであります。今国会では、１１月２２日に祈願でありました、南海トラフ

巨大地震対策特別措置法が成立を致しております。本町を含め、高知県の

沿岸地域は南海トラフ巨大地震緊急対策区域として、指定されるものと期待

を寄せてきたところであります。本町にとっても、財政的な負担の軽減につな

がるものと考えております。最も有利な適用施策を検討致しまして、防災・減

災対策事業の整備を継続的に推進していく必要がございます。今後、緊急

区域の指定や具体的な政令等が整備されることになりますが、政令等の策

定過程で、趣旨目的に反し、実際の適用が困難な法律とならないように注視

をしていきたいと考えております。

また、国の進める経済対策も含め、政権交代の効果は着実な成果として、

目に見える形として、現れている情勢となっております。しかし、地方経済ま

での波及効果につきましては、実感として、まだまだ時間を要する印象を持

っております。現在、来年度の予算編成と本年度の補正予算の議論が大詰

めを迎えております。４月からの消費税引上げによる景気腰折れ対策とし

て、また、地方交付税交付金の増減の決着について、更に公共事業費の削

減という意見も提言されているということでございます。これまで要望活動を

強化して参りました、命の防波堤としての高規格道路早期着手、事前防災対

策予算の確保にも、どのような影響が出てくるのか、特に地方自治体の財源

運営への影響は必至でございますので、国政における議論の動向を注視

し、更なる情報収集に努めて参ります。

昨年、７月に火災を致しました、海の駅の再建計画でございますが、１０月

末の台風によりまして、工事の進捗が心配されておりましたけれども、施工

業者の集中的なご尽力によりまして、工期の１２月２７日よりも早く完成検査

を受けられる状況と、お聞きを致しております。このため、１２月１５日には施

設の落成式を執り行う予定としております。店内の準備を整えまして、１月１

２日には産業祭の開催と同時のオープンとしたいと考えているところでござ

います。また、メガソーラー事業の進捗状況でございますが、２月中に試験

運転を実施し、３月１日には施設の完成の運びとしたいとの意向をお聞きし

ております。

これまでにも、広域行政としての取組みの中で、観光行政にも期待を寄せ

てきたところでございます。１１月２２日には安芸広域エリアの９市町村で、高

知県東部地域博覧会推進協議会を設立を致しました。愛称を高知家・まるご

と東部博として、開催時期は、２０１５年４月中旬から１２月下旬とする基本計

画の概要案が了承をされております。県東部地域に光を当てる高規格道路

の延伸とともに、広域的な取組を一層強化していきたいと考えております。
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また、県は、１１月２２日、県内３４市町村の、平成２４年度の普通会計決

算見込みを公表致しました。中でも基金保有残高につきましては、本町は、

８億円余でございまして、１０億円未満の団体は１団体、本町のみとなってお

ります。これまでに、こつこつと不用額を確保し、基金への積立努力をして参

りましたが、自主財源に乏しい本町の財政構造は短期間に改善されない状

況であることを、議会議員の皆様をはじめ、町職員も理解をしていただかね

ばなりません。特に公金支出につきましては、経常経費の削減努力につい

て、職員１人１人に、その自覚が求められていると考えております。

町税の徴収につきましても、県下最下位の徴収率から脱出する、脱出した

いという大きな課題がございます。そのためには、滞納処分を通じた執行停

止等を活用し、過去からの累積滞納額圧縮という方策に果敢に取組んでいく

必要がございます。国、県から求められていることは自治体、自らが自主財

源を確保する努力でございまして、その観点からも、職員の徴収技術の向上

や使命感醸成を図っていく必要がございます。現在、税務課は、これまでの

強制徴収から、更に一歩踏み込んだ努力をしているところでございます。９

月定例会終了後、２６日には室戸署とも連携をしまして、本町初となる家宅

捜索の強制徴収手段にも着手を致しました。県や租税債権管理機構との連

携を密に致しまして、ご指導をいただきながら、法的措置強化を図っていると

ころでございます。また、地方税法第４８条に基づく、県による個人県民税の

直接徴収への取組についても、現在、準備を進めていくこととしております。

義務としての納税意識の啓発、公平性確保を強く求めていかなければならな

いと考えているところでございます。

１２月本定例会が、本年最後の議会となるわけでございますが、皆様方に

は任期最後の議会ということでもございます。そして、翌年、１月１９日には、

町議会議員通常選挙の投開票を間近に控えているという状況でもございま

す。今議会への提出案件でございますが、平成２５年度の補正予算案４件、

条例議案９件、その他議案２件、合わせて１５件の議案を提案させていただ

いております。適切なご審議、ご決定をお願いを申し上げます。

最後に、皆様方のご健闘と、年末年始における各位のご自愛、ご健勝をご

祈念を致しますとともに、平成２６年が議会と執行部にとりまして、今以上に

よりよい関係が構築できますことをお願い申し上げ、開会の挨拶、ご報告と

致します。

議長 （小野 正路議長）

町長の行政報告が終わりました。
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日程に入ります。日程第１、会議録署名議員の指名を行います。本定例会

の会議録署名議員は会議規則第１２６条の規定により、６番、小林幸三君並

びに、７番、松本太一君を指名します。

日程第２、会期の決定の件を議題とします。議会運営委員会で検討されて

おりますので、委員長の報告を求めます。松本議会運営委員長。

議会運営委 （松本 太一議会運営委員長）

員長 それでは報告致します。平成２５年第４回定例会議会運営委員会の報告

を行います。１２月２日に議会運営委員会を開催し、本定例会の会期並びに

運営等について、協議致しました結果、本定例会の会期は、本日から１２月

９日までの５日間と致します。運営におきましては、本日の開会日に提出者

から提案理由の説明を受け、６日から委員会審査、議案審査のため休会と

し、９日に再開し、審議、採決のあとに、一般質問を行います。なお、議案質

疑は時間制とし、議案全体で１人１時間とし、答弁者も１時間と致します。一

般質問の通告期限は、６日金曜日、正午まで、議案質疑の通告期限も同じく

６日の金曜日、正午までと致します。意見書、陳情書に関しましては、子ども

・子育て支援新制度をすべての幼い子どもの育ちを支える制度とするための

意見書提出を求める陳情書、特定秘密の保護に関する法律の慎重な審議を

求める意見書提出に関する陳情書は総務教育民生常任委員会に、重要５品

目の聖域すら守れない環太平洋経済連携協定、いわゆるTPP協定交渉参加

から直ちに撤退することを強く求める意見書提出に関する陳情書、同じくTP

P交渉から撤退を求める意見書提出に関する陳情書は産業建設常任委員会

にそれぞれ付託致します。以上のように決定致しました。これで、報告を終

わりと致します。

議長 （小野 正路議長）

議会運営委員長の報告が終わりましたので、ここでお諮りします。ただい

ま委員長の報告のとおり、本定例会の会期は、本日から１２月９日までの５

日間としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。（自席より、異議な

しとの発言あり。）異議なしと認めます。よって、会期は、本日から１２月９日

までの５日間と決定致しました。

日程第３、議案第５９号、東洋町税条例の一部を改正することについての

件から、日程第１７、議案第７３号、安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム
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組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分についてまでの１５件を、こ

の際、一括議題と致したいと思いますが、これにご異議ありませんか。（自席

より、異議なしとの発言あり。）異議なしと認めます。よって、さよう決しまし

た。直ちに提出者の説明を求めます。松延町長。

町長 （松延 宏幸町長）

それではご提案を申し上げます。議案第５９号、東洋町税条例の一部を改

正することについて、東洋町税条例の一部を別案のとおり、改正することに

ついて、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求め

る。平成２５年１２月５日提出でございます。

続きまして、２ページでございます。議案第６０号、東洋町国民健康保険税

条例の一部を改正することについて、東洋町国民健康保険税条例の一部を

別案のとおり、改正することについて、地方自治法第９６条第１項第１号の規

定により、議会の議決を求める。平成２５年１２月５日提出でございます。提

案理由でございますが、議案第５９号、東洋町税条例の一部を改正すること

についてと、議案第６０号、東洋町国民健康保険税条例の一部を改正するこ

とについて、関連がございますので、一括して、ご説明を致します。今回の改

正は地方税法の一部を改正する法律が、平成２５年３月３０日に公布され、

地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改

正する省令が、平成２５年６月１２日に公布されることに伴いまして、東洋町

税条例、東洋町国民健康保険税条例の一部を改正しようとするものでござい

ます。なお、内容につきましては、税務課長に説明をさせます。

３ページでございますが、議案第６１号、東洋町介護保険条例等の一部を

改正することについて、東洋町介護保険条例等の一部を別案のとおり、改正

することについて、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議

決を求める。平成２５年１２月５日提出でございます。提案理由でございま

す。今回の改正は地方税法の一部を改正する法律、地方税法施行令の一

部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が、平成２

５年３月３０日に公布され、平成２５年４月１日から施行されたことに伴いまし

て、東洋町介護保険条例、東洋町後期高齢者医療に関する条例の一部を改

正しようとするものでございます。なお、内容につきましては、税務課長補佐

に説明をさせます。

４ページをお願いします。議案第６２号、東洋町子ども・子育て支援会議設

置条例の制定について、東洋町子ども・子育て支援会議設置条例の制定に

ついて、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求め
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る。平成２５年１２月５日提出でございます。提案理由でございますが、子ど

も・子育て支援法が、平成２４年８月２２日付けで公布をされまして、平成２７

年１０月１日から施行されることとなっております。このため、同法第７７条の

規定に基づきまして、各市町村においても合議制の機関を設置する必要が

ございますので、今回、条例を制定しようとするものでございます。なお、内

容につきましては、住民課長に説明をさせます。

議案第６３号、海の駅東洋町の設置及び管理に関する条例を全部改正す

ることについて、海の駅東洋町の設置及び管理に関する条例の全部を改正

することについて、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議

決を求める。平成２５年１２月５日提出でございます。提案理由でございます

が、今回の改正は海の駅東洋町が再建されることに伴いまして、当面、直営

とするため、使用料及び手数料を定める必要から、海の駅東洋町の設置及

び管理に関する条例の全部を改正しようとするものでございます。なお、内

容につきましては、産業建設課長に説明をさせます。

議案第６４号、地方自治法第２０３条の２の規定による職員の報酬及び費

用弁償の額並びにその支給条例の一部を改正することについて、地方自治

法第２０３条の２の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支

給条例の一部を改正することについて、地方自治法第９６条第１項第１号の

規定により、議会の議決を求める。平成２５年１２月５日提出でございます。

提案理由でございます。今回の改正は東洋町子ども・子育て支援会議設置

に基づき、委員報酬を定めようとするものでございます。また、地域おこし協

力隊募集に関しましても、報酬を定めようとするものでございます。なお、内

容につきましては、住民課長及び産業建設課長に説明をさせます。

続きまして、議案第６５号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

することについて、職員の育児休業等に関する条例の一部を別案のとおり、

改正することについて、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会

の議決を求める。平成２５年１２月５日提出でございます。

続きまして、議案第６６号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改

正することについて、一般職の職員の給与に関する条例の一部を別案のと

おり、改正することについて、地方自治法第９６条第１項第１号の規定によ

り、議会の議決を求める。平成２５年１２月５日提出でございます。

議案第６７号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

ことについて、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を別案のとお

り、改正することについて、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、

議会の議決を求める。平成２５年１２月５日提出でございます。提案理由でご
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ざいますが、議案第６５号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

することについてと、議案第６６号、一般職の職員の給与に関する条例の一

部を改正することについて、議案第６７号、職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例の一部を改正することについては、関連がございますので、一括して

ご説明を致します。今回の改正は地方公務員の育児休業等に関する法律の

一部改正に伴いまして、職員の育児短時間勤務に関しまして、必要な事項を

定めるために、関連する条例の一部を改正しようとするものでございます。な

お、内容につきましては、総務課長に説明をさせます。

１０ページでございます。議案第６８号、平成２５年度東洋町一般会計補正

予算第３号を定めることについて、地方自治法第２１８条第１項に規定によ

り、平成２５年度東洋町一般会計補正予算第３号を別案のとおり、定めるこ

とについて、議会の議決を求める。平成２５年１２月５日提出でございます。

提案理由でございます。歳入歳出それぞれ１億８，８８２万３，０００円を追加

し、予算総額を歳入歳出それぞれ２７億７，２２７万６，０００円とするものでご

ざいます。歳入では地方交付税、分担金及び負担金、国庫支出金、県支出

金、財産収入、諸収入、町債を計上しております。主な歳出と致しまして、施

設等整備基金積立金、防災対策加速化基金積立金、町有バス購入費、国民

健康保険事業、介護保険事業及び観光施設事業等、特別会計への操出金、

水産生産基盤整備事業、県工事の負担金等を予算計上しております。なお、

内容につきましては、総務課長に説明をさせます。

議案第６９号でございます。平成２５年度東洋町国民健康保険事業特別会

計補正予算第１号を定めることについて、地方自治法第２１８条第１項の規

定により、平成２５年度東洋町国民健康保険事業特別会計補正予算第１号

を別案のとおり、定めることについて、議会の議決を求める。平成２５年１２

月５日提出でございます。提案理由でございます。歳入歳出それぞれ１，３９

７万５，０００円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ６億６，２１５万６，０

００円とするものでございます。歳入では一般会計繰入金を計上しておりま

す。歳出では償還金を計上しております。なお、内容につきましては、住民課

長に説明をさせます。

１２ページをお願い致します。議案第７０号、平成２５年度東洋町介護保険

事業特別会計補正予算第２号を定めることについて、地方自治法第２１８条

第１項の規定により、平成２５年度東洋町介護保険事業特別会計補正予算

第２号を別案のとおり、定めることについて、議会の議決を求める。平成２５

年１２月５日提出でございます。提案理由でございます。歳入歳出それぞれ

５，６５３万８，０００円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ５億６，４８０
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万９，０００円とするものでございます。歳入では国庫支出金、支払基金交付

金、県支出金、繰入金を計上しております。歳出では介護予防支援費、保険

給付費等を計上をしております。なお、内容につきましては、包括支援センタ

ー事務局長に説明をさせます。

続きまして、議案第７１号、平成２５年度東洋町観光施設事業特別会計補

正予算第２号を定めることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定に

より、平成２５年度東洋町観光施設事業特別会計補正予算第２号を別案の

とおり、定めることについて、議会の議決を求める。平成２５年１２月５日提出

でございます。提案理由でございます。歳入歳出それぞれ３６４万９，０００円

を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ５，０８２万３，０００円とするもので

ございます。歳入では一般会計繰入金、県支出金を計上しております。歳出

では自然休養村事業費、青少年旅行村事業費を計上しております。なお、内

容につきましては、産業建設課長に説明をさせます。

１４ページでございます。議案第７２号、安芸広域市町村圏特別養護老人

ホーム組合の共同処理する事務及び規約の変更について、地方自治法第２

８６条第１項の規定に基づき、平成２６年４月１日から、安芸広域市町村圏特

別養護老人ホーム組合の共同処理する事務のうち、特別養護老人ホーム丸

山長寿園に関する事務を廃止し、規約の一部を次のように変更することにつ

いて、同法第２９０条の規定により、議会の議決を求める。平成２５年１２月５

日提出でございます。

続きまして、議案第７３号、安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合

の共同処理する事務の変更に伴う財産処分についてでございます。地方自

治法第２８９条の規定に基づき、安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組

合の財産処分を次のとおり、定めることについて、同法第２９０条の規定によ

り、議会の議決を求める。平成２５年１２月５日提出でございます。提案理由

でございますが、議案第７２号、安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組

合の共同処理する事務及び規約の変更についてと、議案第７３号、安芸広

域市町村圏特別養護老人ホーム組合の共同処理する事務の変更に伴う財

産処分については、関連がございますので、一括してご提案を致します。当

町が安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合の構成市町村となり、運営

を致しております、特別養護老人ホームでございますが、組合議会で民営化

が承認をされている丸山長寿園を、平成２６年４月１日に民営化することが

決定をされております。このため、地方自治法第２８６条第１項の規定に基づ

き、共同処理する事務と規約を変更することと、平成２６年度から運営を引き

継ぐ社会福祉法人むろと会に関係財産を無償譲渡することについて、地方
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自治法第２９０条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。

なお、内容につきましては、包括支援センター事務局長に説明をさせます。

以上でございます。

議長 （小野 正路議長）

安岡税務課長。

税務課長 （安岡 良仁税務課長）

おはようございます。それでは私の方からは、議案第５９号と議案第６０号

について、ご説明を致します。説明につきましては、新旧対照表に基づいて

説明を致します。まず、議案第５９号、東洋町税条例の一部を改正すること

について、ご説明を致します。この改正案につきましては、議案関係資料の

１ページから４ページになります。今回の改正は地方税法の一部改正に伴

い、本町の税条例の一部を改正しようとするものでございます。現在、６５歳

以上の公的年金を受給されている方で、住民税を納税する義務がある方に

ついては、平成２１年１０月から個人住民税を公的年金から天引きをしており

ます。今回、年金所得者の納税の便宜を図り、また、税務業務の効率化を図

るため、個人住民税における公的年金からの特別徴収制度、天引き制度を

見直します。それでは新旧対照表に基づきまして、ご説明を致します。

（新旧対照表に基づき説明）

税条例については、以上でございます。

次に、議案第６０号、東洋町国民健康保険税条例の一部を改正することに

ついて、ご説明を致します。改正案につきましては、議案関係資料の５ペー

ジから１０ページとなっております。今回の改正は税条例と同様、地方税法

等の一部を改正する法律が公布をされたことに伴いまして、本町の国民健

康保険税条例の一部を改正しようとするものでございます。改正内容につき

ましては、税条例と同様、所得税、住民税において、金融商品に係る損益通

算範囲の拡大、また、公社債等に対する課税方式が変更されます。これに

準じまして、本町の国民健康保険税の課税対象所得の範囲を見直す附則の

改正をしております。それでは新旧対照表に基づきまして、ご説明を致しま

す。

（新旧対照表に基づき説明）

この条例は、平成２９年１月１日施行致します。以上でございます。

議長 （小野 正路議長）
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福原税務課長補佐。議案第６１号。

税務課長補 （福原 良幸税務課長補佐）

佐 私の方からは、議案第６１号、東洋町介護保険条例等の一部の改正につ

いて、ご説明致します。資料につきましては、議案関係資料の１１ページをご

覧下さい。今回の改正は地方税の延滞金の見直しに併せ、介護保険料及び

後期高齢者医療に係る延滞金の割合を引下げるため、改正するものです。

介護保険条例の第６条及び後期高齢者医療に関する条例の第３条につきま

しては、同じ内容となるため、併せてご説明させていただきます。当分の間、

納期限後、１カ月を過ぎて納付された場合の年１４．６パーセントの割合にあ

っては、特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合、年１４．６

パーセントから年９．３パーセントパーセント割合になり、納期限後、１カ月以

内に納付された場合の年７．３パーセントの割合にあっては、特例基準割合

に年１パーセントの割合を加算した割合、年７．３パーセントから年３パーセ

ントの割合に、それぞれ引下げようとするものです。審議のほど、よろしくお

願いします。

議長 （小野 正路議長）

光本孔士住民課長。

住民課長 （光本 孔士住民課長）

私の方からは、議案第６２号の東洋町子ども･子育て支援会議設置条例案

について、説明をさせていただきます。これについては、そんなに長い条例

ではございませんので、一応、朗読させていただきます。

（条例案朗読により説明）

この条例は公布の日から施行する。経過措置、第６条第１項の規定に関

わらず、この条例の施行の日以降、最初に開かれる会議は町長が招集す

る。以上ですが、それでは実際に、この会議がどういったことをするのかと簡

単にいいますと、まず、保育園などの保育内容や定員などについて、検討や

審議を行ったり、子ども･子育て支援に関する町の施策の計画や実施状況に

ついて、調査、審議を行います。また、委員については、保育園児の保護

者、保育園長、学校長あるいは教員、または保育士ＯＢなどが想定されてい

ます。以上でございます。

議長 （小野 正路議長）
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伊吹産業建設課長。

産業建設課 （伊吹 真貴博産業建設課長）

長 それでは私の方から、議案第６３号、海の駅東洋町の設置及び管理に関

する条例の全部を改正することについての件につきまして、ご説明致しま

す。今回の改正は海の駅の再建に伴い、来年1月から町直営により、実施す

るため、使用料及び手数料等を定め、町の収入とするため、海の駅東洋町

の設置及び管理に関する条例の全部を改正しようとするものです。議案関係

資料の１５ページをお願い致します。

（議案関係資料に基づいて説明）

以上です。ご審議をよろしくお願いします。

議長 （小野 正路議長）

光本孔士住民課長、議案第６４号です。

住民課長 （光本 孔士住民課長）

それでは、議案第６４号、地方自治法第２０３条の２の規定による職員の

報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の一部を改正する条例につい

て、ご説明を致しますが、関係資料の１９ページをお願いしたいと思います。

表になっておりますので、ちょっと説明がしにくいというところがございますの

で、現物を見ていただきたいと思います。地方自治法第２０３条の２の規定に

よる職員の報酬及び費用弁償額並びにその支給条例、昭和３４年９月１５

日、条例第５０号の一部を次のように改正する。別表第２条、第８条関係の

表中、現在、使用されておる表の最後が、退職手当審査会の委員長あるい

は委員の日額等が記載されたところが最終行になっておりますが、それをで

すね、下にあります、表のとおり、子ども･子育て支援会議の委員長、委員の

日額あるいは最終段の地域おこし協力隊に対する月額等を追加したもので

ございまして、この条例は公布の日から施行するということになっておりま

す。なおですね、子ども・子育て支援会議の部分については、先ほど、ご説

明致しました、子ども･子育て支援会議の設置に伴うものでございます。私

は、ここまで説明をさせていただきます。

議長 （小野 正路議長）

伊吹産業建設課長。
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産業建設課 （伊吹 真貴博産業建設課長）

長 私の方からは、議案６４号の地域おこし協力隊の報酬について、ご説明致

します。地域おこし協力隊とは人口減少や高齢化等の進行が著しい地方に

おいて、地域力の維持、地域協力活動を図るため、都市圏からの人材を積

極的に誘致し、一定期間、従事してもらいながら、地域への定住を図ることを

目的とするものです。すいません。別にカラー刷りで資料があると思います

が、それをお願い致します。資料の１枚目ですが、基本的な流れとしまして

は、１番目に、予算措置、２番目に、協力隊実施要綱等の作成、３番目に、

協力隊の募集、これにつきましては、公募や都市部での説明会の実施という

ことです。４番目に、協力隊の選考、面接、これにつきましては、候補者の要

望と地域の要件が合致すれば、協力隊の決定となります。６番目に、事前説

明や準備、これは協力隊への事業の説明を実施することとしています。７番

目に、委嘱手続、住民票の受入れ、８番目に、活動開始ということで、１年契

約で最大３年間となっております。以上が一連の流れとなります。報酬金額

につきましては、総務省による支援が２００万円の上限となっていますので、

それを１２カ月で割った、月額１６万６，０００円としております。なお、制度の

詳細については、のちほど資料の方をご参照をお願い致します。以上です。

よろしくお願い致します。

議長 （小野 正路議長）

光本速雄総務課長。

総務課長 （光本 速雄総務課長）

それでは、議案第６５号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

することについて、ご説明を致します。議案関係資料の２０ページをお願いし

ます。今回の改正は育児短時間勤務の制度、職員の子どもを小学校就学時

前までの期間を養育するために、常勤職員のまま、いくつかの勤務の形態

から選択をして、希望する日及び時間帯に勤務することができる制度であり

ます。期間につきましては、１年以内となっております。この制度を今回、職

員の育児休業等に関する条例の一部を改正をして、条例化するものであり

ます。それでは議案関係資料の２０ページから説明をしていきます。

（議案関係資料に基づいて説明）

附則、この条例は、平成２６年１月１日から施行するとしております。

続きまして、議案第６６号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改

正することについて、説明を致します。資料の２７ページをお願い致します。
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今回の改正は、育児短時間勤務の制度を条例化することに伴いまして、関

連する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正するものでありま

す。第４条の２中、第３条第２項を第３条の第３項に定めるものです。これに

つきましては、勤務時間条例の１項が追加されることによります、改正であり

ます。第１６条の次に第１項を定める。６、第２項に規定する在職期間の算定

に関し、必要な事項は規則で定めるとしております。これは育児短時間勤務

の期末手当の在職手当の算定を定めるものであります。附則、この条例は、

平成２６年１月１日から施行するとしております。

続きまして、２８ページをお願いします。議案第６７号、職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部を改正することについて、説明をします。今回の

改正は育児短時間勤務の制度を条例化することに伴いまして、関連する職

員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正するものであります。

（議案関係資料に基づき説明）

附則、この条例は、平成２６年１月１日から施行するとしております。以上

です。

議長 （小野 正路議長）

光本速雄総務課長、議案第６８号。

総務課長 （光本 速雄総務課長）

続きまして、議案第６８号、平成２５年度東洋町一般会計補正予算第３号

について説明をします。今回の補正予算は歳入歳出それぞれ１億８，８８２

万３，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２７億７，２２７万６，

０００円としております。一般会計補正予算第３号の８ページをお願いしま

す。

（予算書に基づき説明）

以上です。

議長 （小野 正路議長）

光本孔士住民課長、議案第６９号、国民保険の特会の補正予算。

住民課長 （光本 孔士住民課長）

それでは、議案第６９号、平成２５年度東洋町国民健康保険事業特別会

計補正予算第１号を定めることについて、ご説明させていただきます。これ

は規定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１，３９７万５，０００
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円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億６，２１５万６，０

００円とするものです。それでは８ページ、９ページの方をお願いします。

（予算書に基づき説明）

以上でございます。

議長 （小野 正路議長）

蛭子包括支援センター事務局長、議案第７０号ですね。

地域包括支 （蛭子 浩久地域包括支援センター事務局長）

援センター 私の方から、議案第７０号、平成２５年度東洋町介護保険事業特別会計補

事務局長 正予算第２号を定めることについて、ご説明致します。今回の補正では歳入

歳出それぞれ５，６５３万８，０００円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ

５億６，４８０万９，０００円としております。補正の主な内容としまして、介護

給付費の現在までの支出実績を見まして、各サービス給付費の予算不足が

見込まれるため、補正するものでございます。予算書の８ページをお願い致

します。

（予算書に基づき説明）

以上でございます。

議長 （小野 正路議長）

伊吹産業建設課長、議案第７１号ですね。

産業建設課 （伊吹 真貴博産業建設課長）

長 私の方からは、議案第７１号、平成２５年度東洋町観光施設事業特別会計

補正予算第２号について、ご説明致します。今回の補正予算の主なものは、

青少年旅行村事業費の補正です。歳入歳出それぞれ３６４万９，０００円を追

加し、予算総額、歳入歳出それぞれ５，０８２万３，０００円とするものです。６

ページをお開き下さい。

（予算書に基づき説明）

以上です。よろしくお願いします。

議長 （小野 正路議長）

蛭子包括支援センター事務局長、議案第７２、７３ですね、一括して。

地域包括支 （蛭子 浩久地域包括支援センター事務局長）



- 19 -

援センター それでは、議案第７２号と７３号をご説明致します。議案第７２号、安芸広

事務局長 域市町村圏特別養護老人ホーム組合の共同処理する事務及び規約の変更

について、ご説明致します。丸山長寿園の民営化は、平成１６年に組合議会

で承認され、平成２０年度に市町村の担当課長や副市町村長で構成する検

討委員会で協議されて参りました。この検討委員会の報告等に基づいて、職

員が立ち上げる社会福祉法人での民営化の取組が進んで参り、平成２５年

１０月には社会福祉法人むろと会が法人認可を受け、民営化の受け皿となり

ました。このような経緯により、平成２６年４月１日に丸山長寿園が民営化さ

れることとなったため、規約の一部を変更するものでございます。変更内容

につきましては、議案関係資料の３１ページと新旧対照表の４３ページから４

５ページをご参照いただきたいと思いますが、丸山長寿園の民営化に伴い、

事務所位置の変更及び関係法令との条項の擦れの是正、地方自治法の改

正に応じた、文言の整理等、数箇所を変更しております。この規約の変更に

つきましては、関係市町村、全ての議決を経た上で、高知県知事の許可のあ

った日から施行するとなっております。以上でございます。

続きまして、第７３号、安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合の共

同処理する事務の変更に伴う財産処分について、ご説明致します。平成２６

年４月１日に安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合立丸山長寿園を

民営化することに伴い、民営化後の運営主体となる社会福祉法人むろと会

に同園の建物等の財産を無償譲渡するものでございます。内容につきまして

は、議案関係資料の３２ページから４０ページに掲載しておるとおりでござい

ますが、無償譲渡する財産は丸山長寿園の本館他、建物５棟、付帯設備、

構築物一式、備品、その他一式でございます。無償譲渡の相手方は社会福

祉法人むろと会理事長中岡當行、無償譲渡に日は、平成２６年４月１日、以
まさゆき

上でございます。

議長 （小野 正路議長）

以上で、一括議題と致しました、提出案件は全部、説明が全部、終わりま

した。以上で、本日の議事日程は全部、終了致しました。ここでお諮りしま

す。冒頭の議会運営委員長の報告のとおり、６日から８日は休会とし、審議、

採決並びに一般質問のため、９日午前９時から再開したいと思います。これ

にご異議ありませんか。（自席より、異議なしとの発言あり。）異議なしと認め

ます。よって、さよう決しました。本日は、これにて散会します。どうもお疲れ

さまでございました。議会放送は、これで終了致します。

（散会時間：１０時４３分）


